
 

 

 

  

 会社の代表者は、いずれかは、次の世代の方に代表を変わらなければならなくなります。

その引き受け手は、先ずは親族あるいは従業員の中から探します。そのどちらにも該当者

がいない場合は、第三者に譲り受けてもらうことになります。この度は、これら３つの方

法について、説明いたします。 
 
１．日 時  平成２９年３月８日（水） 

        １３：３０～１６：３０ 
 
２．場 所  立川商工会議所 第１会議室 

        東京都立川市曙町２－３８－５ 

        立川ビジネスセンタービル１２階 
 
３．内 容  ① 親族承継 

        講師：城所会計事務所 

            所長 城所 弘明 氏 

       ② 従業員承継・第三者承継 

        講師：東京都事業引継ぎ支援センター 

           プロジェクトマネージャー 木内 雅雄 

４．定 員  ４８名 
 
５．申込方法 本紙下部の申込書に必要事項をご記入の上、ＦＡＸにてお申込みください。 

       受講券は発行しません。定員を超えた場合のみ、当方より連絡をいれさせて

いただきます。 
 
＜後 援＞  東京都商工会議所連合会、東京都商工会連合会、東京都信用金庫協会 

＜協 力＞  東京都よろず支援拠点 
 
【お問合せ先】東京商工会議所 東京都事業引継ぎ支援センター 電話 03-3283-7555 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝（切り取らずにＦＡＸしてください）＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

東京商工会議所 東京都事業引継ぎ支援センター 行き  【ＦＡＸ:０３－３２８３－７５５６】 
                             

 

会社名 

 

 

住所  〒  － 

 

     

 TEL: メールアドレス： 

 

参加者 氏名： 部署／役職名： 

紹介者・企業  

 ご記入いただいた情報は、当該セミナーに関する連絡・記録のために使用致します。また、東京商工会議所からの各種情報提供のために使用

する場合があります。予めご了承ください。 

 

 

 

 

立川商工会議所・東京商工会議所 共催 

    事業承継セミナー ―親族承継・従業員承継・第三者承継― 

□ 今後、情報提供を希望しない 

 

今後、東京商工会議所からの情報提供を希望しないときは、下記の□欄に☑をして東京商工会議所 東京都事業引継ぎ支援センター宛にご連

絡（電話または FAX）をお願いします。 

 


